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模
な
専
有
部
分
改
修

工
事
」
申
請
を
「
政
府

よ
り
新
型
コ
ロ
ナ
終

息
等
の
発
令
が
行
わ

れ
る
ま
で
」
は
受
理
し

な
い
、
と
不
明
確
な
基

準
で
長
期
間
「
権
利
を

著
し
く
制
約
す
る
」
と

認
定
。「
社
会
通
念
上
、

受
忍
す
べ
き
限
度
を

超
え
る
も
の
と
い
え
、

債
権
者
の
承
諾
の
な

い
本
件
総
会
決
議
が

有
効
に
な
る
と
は
い

え
な
い
」
と
判
断
し

た
。 管

理
組
合
側
は
、
臨

時
総
会
は
「
従
来
の
取

り
扱
い
に
変
更
を
加

え
る
も
の
で
は
な
か

っ
た
。
議
案
に
係
る
対

象
者
は
全
区
分
所
有

者
で
あ
り
、
一
部
の
区
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う
し
た
場
所
で
工
事
業

者
と
居
住
者
が
「
す
れ

違
っ
た
り
乗
り
合
わ
せ

た
り
す
る
こ
と
が
感
染

の
リ
ス
ク
の
高
い
行
為

で
あ
る
と
の
疎
明
は
な

い
」
と
指
摘
し
た
。 

一
部
の
工
事
業
者

の
簡
易
な
施
工
や
配

送
業
者
等
に
対
し
て

は
、
立
ち
入
り
を
制
限

し
て
い
な
い
点
に
も

言
及
し
「
理
事
会
の
指

定
業
者
以
外
の
内
装

施
工
業
者
の
立
ち
入

り
の
み
を
制
限
す
る

こ
と
が
実
効
性
の
高

い
感
染
対
策
で
あ
る

と
は
認
め
ら
れ
な
い
」

と
結
論
付
け
て
い
る
。 

予
防
対
策
の
継
続

を
決
め
た
今
年
６
月

の
臨
時
総
会
決
議
に

つ
い
て
は
区
分
所
有

法
３
１
条
１
項
後
段

の
「
特
別
の
影
響
」
に

照
ら
し
、
リ
フ
ォ
ー
ム

す
る
「
『
一
部
の
区
分

所
有
者
の
権
利
』
に
影

響
す
る
も
の
で
あ
る
」

と
指
摘
。 

対
策
は
「
工
期
が
長

期
間
に
及
び
、
か
つ
不

特
定
多
数
の
出
入
り

が
予
測
さ
れ
る
大
規

予
防
対
策
、
「
特
別
の
影
響
」
に
該
当 

適
正
管
理
の 

確
保
へ
要
望 

分
所
有
者
を
対
象
と

す
る
も
の
で
も
な
か

っ
た
」
な
ど
と
し
、
議

案
は
「
適
法
に
承
認
さ

れ
た
」
と
反
論
し
て
い

た
。 既

に
締
結
さ
れ
た

住
戸
の
売
買
契
約
が

申
請
不
受
理
に
伴
う

工
事
遅
延
で
解
除
さ

れ
る
な
ど
の
不
利
益

を
被
る
可
能
性
が
あ

り
「
保
全
の
必
要
性
も

認
め
ら
れ
る
」
と
判

断
。 宅

建
業
者
の
申
し

立
て
を
認
め
た
７
月

の
「
原
決
定
は
相
当
で

あ
る
」
と
結
論
付
け

た
。
（
マ
ン
シ
ョ
ン
管

理
新
聞
１
１
７
９
号
） 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
予
防
対
策
を
理
由
に
専
有
部
リ
フ
ォ
ー
ム
の
申
請
を
受
理
し
な

い
方
針
を
設
け
た
管
理
組
合
に
対
し
、
リ
フ
ォ
ー
ム
を
申
請
し
た
法
人
区
分
所
有
者
が
工
事
実
施
の

承
諾
を
求
め
た
仮
処
分
事
件
で
大
阪
地
裁
は
８
月
１
６
日
、
管
理
組
合
の
異
議
申
し
立
て
を
認
め

ず
、
７
月
１
４
日
付
の
仮
処
分
決
定
を
許
可
す
る
決
定
を
し
た
。
能
宗
美
和
裁
判
官
は
「
理
事
会
決

議
に
よ
る
工
事
申
請
の
不
受
理
方
針
は
無
効
」
な
ど
と
す
る
一
方
、
管
理
組
合
が
取
っ
た
コ
ロ
ナ
対

策
は
「
実
効
性
の
高
い
感
染
対
策
で
あ
る
と
は
認
め
ら
れ
な
い
」
と
言
及
し
て
い
る
。 

8/16 大阪地裁決定 

「
Ｅ
Ｂ
」活
用
周
知
の
検
討
求
め
る 

国
交
相
宛
て
に
提
出 

「

コ
ロ
ナ
」
理

由

に 

専
有
部
修
繕
不
承
認 

組
合
側
の
異
議
認
め
ず 

税
制
改
正
要
望
を
提

出
し
て
い
た
が
、
お
と

と
し
か
ら
総
合
的
な

要
望
に
改
め
て
い
る
。 

具
体
的
な
要
望
は

５
項
目
。
「
マ
ン
シ
ョ

ン
共
用
部
分
リ
フ
ォ

ー
ム
融
資
に
お
け
る

優
遇
措
置
」
は
前
回
と

同
内
容
の
要
望
。
今
回

は
新
た
に
管
理
組
合

管理協 

資
金
の
決
済
方
法
に

お
け
る
エ
レ
ク
ト
リ

ッ
ク
バ
ン
キ
ン
グ
（
Ｅ

Ｂ
）
の
活
用
に
関
す
る

周
知
、
現
場
で
の
電
子

マ
ネ
ー
の
普
及
促
進

の
周
知
な
ど
を
盛
り

込
ん
だ
。 

要
望
で
は
ま
ず
、
２

０
２
２
年
４
月
の
ス

タ
ー
ト
が
見
込
ま
れ

る
「
管
理
計
画
認
定
制

度
」
の
認
定
を
受
け
た

マ
ン
シ
ョ
ン
、
ま
た
管

理
協
が
創
設
予
定
の

「
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理

適
正
評
価
制
度
」
で
評

価
を
受
け
た
マ
ン
シ

ョ
ン
に
お
け
る
優
遇

措
置
を
提
示
し
て
い

る
。
対
象
区
分
所
有
者

の
固
定
資
産
税
の
優

遇
な
ど
を
求
め
た
。 

い
ず
れ
も
「
マ
ン
シ

ョ
ン
管
理
適
正
評
価

制
度
」
で
ポ
イ
ン
ト
ラ

ン
ク
上
位
の
「
Ｓ
・

Ａ
・
Ｂ
」
評
価
を
受
け

た
マ
ン
シ
ョ
ン
が
、
控

除
額
・
減
税
率
が
高
く

な
る
イ
メ
ー
ジ
だ
。 

「
専
有
部
分
リ
フ

ォ
ー
ム―

」
は
、
管
理

計
画
認
定
制
度
の
認

定
マ
ン
シ
ョ
ン
、
ま
た

認
定
を
受
け
ら
れ
な

く
て
も
同
評
価
制
度

で
評
価
を
受
け
情
報

を
公
開
し
た
マ
ン
シ

ョ
ン
に
対
す
る
支
援

策
、
要
望
で
は
金
利
優

遇
な
ど
に
よ
り
「
認
定

制
度
お
よ
び
評
価
制

度
へ
の
登
録
を
す
る

た
め
の
合
意
形
成
の

一
助
に
な
り
、
管
理
状

況
の
向
上
に
も
つ
な

が
る
」
と
し
て
い
る
。 

２
面
に
つ
づ
く 

決
定
文
に
よ
れ
ば
、

専
有
部
の
修
繕
等
に
関

す
る
細
則
そ
の
も
の

は
、
管
理
規
約
に
反
し

な
い
場
合
は
「
正
当
な

理
由
が
な
い
限
り
、
そ

の
工
事
の
許
可
を
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
定

め
ら
れ
て
い
る
」
と
認

定
。 細

則
は
総
会
決
議
を

得
て
い
る
点
か
ら
「
理

事
会
の
単
独
の
決
定
ま

た
は
理
事
会
の
決
議
に

よ
り
、
細
則
を
変
更
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
」

と
し
て
、
２
０
２
０
年

５
月
の
「
理
事
会
に
よ

る
本
件
予
防
対
策
の
決

定
は
無
効
で
あ
る
」
と

判
断
し
た
。 

管
理
組
合
側
は
、
仮

処
分
を
求
め
た
法
人
区

分
所
有
者
の
宅
建
業
者

が
、
住
戸
取
得
に
際
し

「
管
理
に
係
る
重
要
事

項
調
査
報
告
書
な
ど
で

リ
フ
ォ
ー
ム
の
制
限
を

認
識
し
て
い
た
」
と
主

張
し
た
が
「
理
事
会
決

議
に
よ
る
工
事
の
申
請

の
不
受
理
方
針
は
無
効

で
あ
る
か
ら
、
主
張
は

そ
の
前
提
を
欠
く
」
と

退
け
ら
れ
て
い
る
。 

管
理
組
合
が
取
っ
た

感
染
対
策
に
つ
い
て
は

「
感
染
を
予
防
す
る
目

的
自
体
は
一
定
の
合
理

性
を
有
す
る
」
と
支
持

し
た
。 

た
だ
、
対
策
と
し
て

管
理
組
合
が
示
し
た

「
指
定
業
者
以
外
の
工

事
関
係
者
に
よ
る
マ
ン

シ
ョ
ン
の
立
ち
入
り
制

限
」
に
つ
い
て
は
疑
問

を
投
げ
掛
け
た
。 

ま
ず
、
こ
の
マ
ン
シ

ョ
ン
は
開
放
廊
下
型
の

た
め
「
密
閉
空
間
と
な

る
可
能
性
が
あ
る
の
は

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
や
建
物

玄
関
部
分
」
と
し
、
そ

 

一
般
社
団
法
人
マ
ン

シ
ョ
ン
管
理
業
協
会

（
管
理
協
、
岡
本
潮
理

事
長
）
は
８
月
２
６
日
、

「
マ
ン
シ
ョ
ン
の
適
正

な
管
理
を
確
保
す
る
た

め
の
方
策
に
関
す
る
要

望
」
を
赤
羽
一
嘉
国
交

相
宛
て
に
提
出
し
た
。

要
望
の
提
出
は
３
回

目
。
１
５
～
１
８
年
は
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編集後記 

 

調
査
は
共
用
部
・
専

有
部
の
工
事
が
対
象
。

共
用
部
工
事
は
大
規

模
修
繕
と
税
抜
き
１

０
０
０
万
円
以
上
の

「
一
定
規
模
以
上
の

改
修
工
事
」
に
分
類
し

た
（
別
項
参
照
）
。
業

務
や
工
事
の
内
容
、
金

額
等
を
尋
ね
た
。 

対
象
工
事
数
４
５

１
の
う
ち
賃
貸
マ

ン
シ
ョ
ン
が
３
７

件
程
度
あ
る
。
所
在

地
は
１
都
３
県
が

５
３
・
７
％
、
愛
知

県
が
７
・
１
％
、
大

阪

府

が

１

５

・

７
％
、
そ
の
他
２

３
・
３
％
。 

◇ 

業
務
の
内
容
（
複

数
回
答
）
は
、
大
規
模

修
繕
工
事
で
は
「
施
工

監
理
」
と
す
る
回
答
が

最
も
多
く
５
９
・
９
％

に
上
っ
た
。
「
元
請
け

（
工
事
施
工
）
」
は
３

３
・
７
％
に
と
ど
ま
っ

た
。
ほ
か
に
「
設
計
業

務
」
（
２
１
・
１
％
）
、

「
施
工
会
社
紹
介
」

（
２
・
５
％
）
な
ど
の 

回
答
が
あ
っ
た
。 

回
答
し
た
２
５
社

中
少
な
く
て
も
２
１

社
は
管
理
会
社
だ
っ

た
こ
と
が
影
響
し
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

「
一
定
規
模
以
上

の
改
修
工
事
」
で
は

「
元
請
け
（
工
事
施

工
）」
が
９
６
・
４
％

と
圧
倒
的
多
数
を
占

め
た
。 

大
規
模
修
繕
工
事

の
金
額
は
戸
当
た
り

平
均
１
０
７
万
９
０

０
０
０
円
。 

大
規
模
修
繕
の
回

数
別
に
見
る
と
１
回

目
に
お
け
る
工
事
金

額
が
最
も
高
く
１
１

２
万
９
０
０
０
円
。
２

回
目
は
１
０
９
万
６

０
０
０
円
、
３
回
目
は

９
６
万
４
０
０
０
円

と
百
万
円
を
切
っ
て

い
た
。 

規
模
別
で
は
「
２
０

戸
未
満
」
が
１
７
６
万

６
０
０
０
円
と
、
他
の

区
分
を
大
き
く
引
き

離
し
て
ト
ッ
プ
、
２
位

は
「
５
０
０
戸
以
上
」

で
１
３
６
万
６
０
０

０
円
だ
っ
た
（
グ
ラ
フ

参
照
）。 

階
数
別
で
は
「
２
０

階
以
上
」
が
１
２
１
万

３
０
０
０
円
で
最
高
。

１
２
０
万
４
０
０
０

円
と
、僅
差
で「
３
階
」

が
続
い
た
。 

工
事
資
金
は
、
大
規

模
修
繕
で
は
２
５
・

６
％
が
「
不
足
し
た
」

と
回
答
。
特
に
１
回
目

の
修
繕
で
は
２
９
・

５
％
と
３
割
近
く
で

工
事
費
が
不
足
し
た
、

と
答
え
て
い
る
。
２
回

目
は
２
１
・
１
％
、
３

回
目
は
２
０
・
０
％
だ

っ
た
。 

理
由
と
し
て
は
「
当

初
予
定
の
値
上
げ
が

で
き
な
か
っ
た
」「
当

初
の
長
期
修
繕
計
画

想
定
よ
り
今
回
の
工

事
数
量
が
大
き
く
な

っ
た
」
な
ど
が
挙
が
っ

て
い
る
。
不
足
額
は
融

資
で
賄
う
ケ
ー
ス
が

６
割
強
を
占
め
た
。
工

事
の
一
部
中
止
や
内

容
を
変
更
し
た
ケ
ー

ス
も
２
割
弱
あ
っ
た
。 

工
事
に
際
し
大
規

模
修
繕
工
事
瑕
疵
保

険
を
利
用
し
て
い
た

の
は
８
・
９
％
。
８

９
・
１
％
は
利
用
し
て

い
な
い
と
答
え
た
。
高

経
年
に
な
る
ほ
ど
利

用
率
は
上
が
り
３
回

目
の
大
規
模
修
繕
で

は
、
２
０
・
０
％
に
な

っ
て
い
る
。 

２
０
階
以
上
の
仮

設
工
事
方
法
は
「
枠
組

み
足
場
」
が
８
１
・

８
％
で
最
多
（
複
数
回

答
）。「
レ
ー
ル
式
ゴ
ン

ド
ラ
」
が
４
５
・
５
％

で
２
位
。 

◇ 

調
査
報
告
書
は
Ａ

４
判
・
７
７
ペ
ー
ジ
。

定
価
税
込
み
４
４
０

０
円
で
販
売
中
。
Ｒ
Ｅ

Ｐ
Ｃ
Ｏ
会
員
は
２
２

０
０
円
。
詳
細
は
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
で
。
（
マ
ン

シ
ョ
ン
管
理
新
聞
１

１
８
０
号
） 

大
規
模
修
繕
工
事
金
額
、
戸
当
た
り
平
均
で
約
１
０
８
万
円―

。
一
般
社
団
法
人
マ
ン
シ

ョ
ン
リ
フ
ォ
ー
ム
推
進
協
議
会
（
Ｒ
Ｅ
Ｐ
Ｃ
Ｏ
）
が
８
月
に
ま
と
め
た
『
２
０
２
０
年
度
マ

ン
シ
ョ
ン
リ
フ
ォ
ー
ム
工
事
調
査
』
で
、
こ
ん
な
デ
ー
タ
が
示
さ
れ
て
い
る
。
規
模
別
で
は

「
２
０
戸
未
満
」
が
約
１
７
７
万
円
、
階
数
別
で
は
「
２
０
階
以
上
」
が
約
１
２
１
万
円
で

最
も
高
か
っ
た
。 

一
戸
当
た
り
平
均  

・９
万
円 

共
用
・
専
有
部
分 

リ
フ
ォ
ー
ム
調
査 

回
数
別
で
は
１
回
目
が
最
高 

REP C O 

大
規
模 

修

繕 

調
査
に
つ
い
て…

Ｒ

Ｅ
Ｐ
Ｃ
Ｏ
が
２
０
２
２

年
度
に
公
表
を
予
定
す

る
「
マ
ン
シ
ョ
ン
リ
フ

ォ
ー
ム
市
場
将
来
需
要

推
計
報
告
書
」
の
準
備

調
査
と
し
て
行
わ
れ

た
。 Ｒ

Ｅ
Ｐ
Ｃ
Ｏ
会
員
の

ほ
か
一
般
社
団
法
人
マ

ン
シ
ョ
ン
管
理
業
協
会

会
員
に
も
協
力
を
依
頼

し
、
専
有
部
分
・
共
用

部
分
改
修
工
事
に
つ
い

て
尋
ね
た
。 

共
用
部
分
改
修
工
事

に
は
計
２
５
社
が
回

答
。
回
答
工
事
件
数
は

４
５
１
件
に
上
っ
た
。

１
９
年
１
０
月
～
２

０
年
３
月
末
に
竣
工

し
た
大
規
模
修
繕
、
税

抜
き
１
０
０
０
万
円

以
上
の
改
修
工
事
を

対
象
に
し
て
い
る
。
２

０
階
以
上
の
大
規
模

修
繕
に
つ
い
て
は
対

象
期
間
を
拡
大
し
１

６
年
以
降
２
０
年
３

月
末
竣
工
物
件
と
し

た
。 「

長
期
修
繕
計
画

の
対
象
と
な
る
も
の

で
仮
設
足
場
の
設
置

を
伴
う
工
事
」
を
大
規

模
修
繕
と
定
義
し
て

い
る
。 

１０７ 

１
面
の
つ
づ
き 

Ｅ
Ｂ
の
活
用
に
つ

い
て
は
、
日
常
に
支
払

い
に
際
し
、
Ｉ
Ｄ
・
パ

ス
ワ
ー
ド
を
利
用
し

た
支
払
い
承
認
が
可

能
に
な
る
た
め
、
Ｅ
Ｂ

を
使
用
し
て
い
な
い

場
合
に
発
生
す
る
「
書

類
の
印
刷
・
郵
送
・
押

印
・
返
送
等
の
業
務
が

減
り
、
業
務
の
効
率
化

が
図
れ
る
」
と
指
摘
。 

印
鑑
・
通
帳
の
不
正

使
用
に
よ
る
管
理
会

社
の
不
祥
事
の
減
少

に
も
つ
な
が
る
と
し

て
、
管
理
組
合
の
資
金

決
済
方
法
に
関
し
て

「
金
融
機
関
の
Ｉ
Ｔ

活
用
を
推
進
す
る
た

め
の
周
知
が
必
要
」
だ

と
し
た
。
（
マ
ン
シ
ョ

ン
管
理
新
聞
１
１
８

０
号
） 

(万円) 


